
NationaiPariiamentary and Financial  

Reform Associationについて（2。完）  

西 山 ・・■一 郎  

Ⅰ はしめをこ  

ⅠI NPFRAの成立  

ⅠⅠI「急進派〒労働連合」  

以上，本誌第50巻舞5・6弓（1978年2月）に．掲載  

ⅠⅤ 財政改革  

NPFRAの朗政改革の基本方針ほ，コプデンの「国民予静＿】と同様に経費の  

削減と間接税の減税である（ただし，パLittleCharter”のような，財政改革に 

関する NPFRAの包括的デー・ゼほ存在しないようである）。   

NPFRAの論者ほ－－・様に近年に・おける経費の膨脹と増税を批判する？「近年」  

といっても最近の20′・≠ノ30年をさすのではなく，対フランス戦争開始前の1790年  

代あるいほそれ以前をさす。たとえば，スレイは，ジョ・－ジ三世の即位からの  

財政状況を概観する。その当時ほ800万ポンドの歳入で国家の運営を十分まか  

なうことができたし，国債も1億4，000万ポンド軋すぎなかった。そ・れが，ア  

メリカ戦争，フランス戦争をへて経費が飛躍的に．膨脹し，それをまかなうため  

に増税につぐ増税がおこなわれ，歳入ほ4，000万ポンドに・達し，国債残高ほ8  

億8，500万ポンドに．なった。19世■紀に入り「34年間も平和が杜続した今日紅お  

いても，1849年紅ほ，国税の形をとった6，000万ポンドちかい歳入と8億ボン  
（1）  

ドに．およぷ『借金』と称される国家債務の負担に．われわれほ坤吟している。」  

（1）A広か■β・5」ざ〃花PαγrJ∠の外川広野ツ‘川ゼf甘肌用甘αJ虎β／bγ’∽刷∂γⅣ．C．∫JβJgカ，1849，  

p，6 
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このように過去90年間に．およぶ財政の悪化を回顧したうえで，経費の削減と減  

税に論及する。   

まず第1に経費の削減について。NPFRAの経費削減論の特徴ほ，国債費が  

削減の対象から除外されていることである。過去の戦争によ．って膨大な国債が  

累積し，経費支出の過半を国債費がしめるが，その廃棄ほとなえない。スレイ  
（2〉  

ほ，「信義を産んじる人間として－それを支出しなけれはならない。」といい，の  

ちにみるように1790年の水準への経費の削減を提案するウィリアムズも，その  
（3）  

対象から国債の利払い費を除外する。これほ．，明らか紅・，国債を所持している  
（4）  

新興商工業者階級の利害を反映した意見である。   

NPFRAの経費削減項目の舞1は王室費（civillist）である。スレイほ，王  

室費38万5千ポンドのうち衝内寄金6万ポンドは承認するが，それ以外のとり  
（5）  

まき連中等に支出される経費常ほ反対する。ウィリアムズほ，王室の森林経営  
（＄）  

を改善して，女王ほ王室費を自弁すべきであるという。   

国家経費の節約を要求する改革者ほ，国民の税金紅．よって支出される王／族に  

たいする年金に．もきびしい批判の冒をむけた。匿名氏は，チ・ヤールズ2世の私  

生児たち，とくに．グヲ－フトン，リッチモンド両公爵紅下賜された年金（前者  

にたいしては年額11，000ポンド，後者紅たいしては年額19，000ポンド）をとりあ  

げ，それがいかに．不当でありかつ巨額に・のばるかを歴史をさかのばって解明し  

（2）J∂査dl，p。．15 
（3）1l’．Williams，」冊：1（！E／，｛、5？′0！／汀E／（一山′S L”Zt！■＼1）′：・EIぐ（t（”－S Of’！htt E’lZjtcd   

Å′ナノg（九…J剛川r Dt車r／血∫′〃Jぐ（けナ机・JJ座′r∫川J一〟‖－ぐ ∫l－S／川J，〝JJ（7抽’C川・   

s♂す〟♂形才 こ玩β¢〟αJα乃d O♪♪7・β．Sよがβ 7α・尤α′よ－0〝α乃d Pγ■仇滋gαJ且∬♪β乃d云ゎ〝■β〃ノ■≠ゐ♂   

P〟∂／査c肋乃β．γ（以下，Add㌢・β√5．Sねタカβ且J♂Cね715仇肌ブjⅥ川・E／βCg∂γ・S∂ノ■〃ね打倒′βd   

∬査乃gdo∽と略称），London，1849，p．13．．皮βメb””β㌢ノ1ざAJ∽α〝αCゐ，∫β5♂，pい53  

も参照。  
（4）これにたいして，オブライ＝Lンの率いるNationalRefoImLeagueは，国   

れわれのあずかり知らぬところで累積されたものであり，それには責任がないとする   
（P㌢・〃♪0Sよ路用．ゞ∂ノ’〃ね■Ⅳ加仏卸ほゾjわ．／bγ∽エβαg〝β．／bγ≠カβク♂αCβノおJ点βgβ乃βγα如タブ  

♂．／ぶ∂C去♂秒，〔London，1850〕，p．．2．）。  
（5）Adめ瑠・SS〃〝Pαγ’J≠α〝♂〝≠αγ．γα別gダ緑脇机∠α／J～g／如7・みγⅣ・・C一∫Jβよgカ，pp 

18～19．  

（6）Williams，OP．cit，p15   
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ーβ7－  

たあと，つぎのように警告（あるいは，脅迫）をおこ．なう。ト…・・国民ほ，怠け  

者を養い贅沢をさせるためには税金を納めない，そして，国家の歳入はこれか  

らほ節約心をもって運営され，【二組税ほ．】公平紅十分配慮して賦課されるべき  

であると決意した。」二逓の話しほ，官位高官に・ある人々盲こたいする警告として  

公けに．されたものであり，もし彼らが，権利として主張されている〔NPFRA  

の〕改革軋反対し，弊害を除去し公平を実現することを拒否しつづけるなら  

ば，このような調査はすべての責位をもつ人々に．たいしてもおこなわれるであ  

ろう。浪責的な王室への支出や堕落した大臣たちの行動が，困窮した国民紅よ  
（7）  

って軽蔑され無視されるかもしれないとわかった時に．ほもう遅いであろう。」   

経費削減項目の策2の，そして最大の目標は，軍事費であった。『改革者のた  

めの年鑑，1850年版』ほ．，1848年度の軍事費ほカフィル戦費110万ポンドを除い  

て17，645，695ポンド紅蓮するが，「今日平和であり－－－1835年には国防費とし  

て12，066，057ポンドで十分であった－一過去12年間に．おいて国家経費を膨脹さ  

せたのはこの部門における経費の漸増であったことを考えるとり ここ．にこそ大  

幅で安全をそこなわない経費削減をただち匿実行しうる源泉があるとだれしも  
（8）  

考えるのほ．もっともであろう。」とのべ，軍事力の水準を低下させず紅数百万  

ポンドの軍事費を削減しうるという。   

近年紅おける経費水準のもっとも低かった1835年への経費の削減は，すでに  

前年コプデンが「国民予界」に．おいて主張したものである。そして，さらに・大  

幅な，空想的ともいうべき経費削減をとなえたのは，ウィリアムズである。彼  

ほ．，1835年の水準まで経費を削減することが十分できるとのぺたあと，「とくと  
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  ●   ●   ●   ●   ●   ■   ●   ●  ●   ●   ●   ●   ●   ●   ■   ●  

思案してのことだが，公共サービスをすこしもそこなわずに・数百万ポンドを削  

減することができる。有能な財政家ないし政治家は，平和時の編成定員（今年  

（7）Anonり，TノカβP′・扉鋸南α磁・Sf乙血糊は・Sゐβd：AナZ A7■g〟∽β〝fノわ㌢点βノわ′∽，London，   

1850，p“32．．チャールズ2世の私生児たもに下賜された年金は当時有名だったらし  

く，スレイもそれ狂言及し，ある公爵家にこれまであたえられた年金は200万ポンド   

以上に達するが，それは国際に返却すべきであるとのぺ，聴衆の喝采をあびた（A‘7・   
d㌢β．S．S0〝Pα′・Jよαプ刀β乃fαγツα乃d戯〟α形亡友αJガeノわ7・∽・l‥抄Ⅳ．C．∫Jβigカ，b．20．）。  

（8）点β／わ＝乃βγ′一S AJ沼α〝αC々，ヱ∂50，p－54 
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は34年目の平和な年）を1790年のそれまで引き下げるべきであり，それは国債  
／  

の利子を除いてβ，131，000ポンドになる（ちなみに，1849年4月5日に終る年度  

の国家経費は，国債の利子を除いて29，090，000ポンドである）と主張し1＜・い  

（9） る。」という。この1又とともにかかげられたのが舞1表である。彼ほ，有能な  

第1表 国 家 経 費 内 訳   

（単働1，000ポンド）  

年 度 L  1790  】 1830   －  1835   1849   
項［］  ミ  

10，578   

4，219  
l  

29，119 28，515  

13，915 ll，657  

2，159 2，106  

国 債 利 子  

陸 海 軍，兵 姑  

合基金よりの支 

芸と1’：：；  

‾‾  ‥ 

＿  ＿∴．      釘 ⊆                           】  

2，144  3，889  1，950  

4，876 L  4，365  

48，7881  57，581  

注〕1，000ポンド未満は4拾5入した。したがって，かならずしも合引金額はあわな 

い。   

〔出所：【Williams，．∂♪・C∠オ．，p‖7 

財政家ないし政治家が誰れかを明らかに・していないが，国債利子以外の経費を  

はゞ5分の1紅削減しナボレカ：／戦争以前の1790年の水準へ引き下げようとい  

う提案ほ，実紅．大胆というべきか空想的というぺきか，′削、切ったやり方であ  

る。   

ウィリアムズは大幅な経費削減が可能ないくつかの項目をあげている。弟1  

は徴税費。近年徴税費の膨脹がみられるが，ナポレオン戦争の年である1806年  

の徴税費は租税収入58，250，000ポンドの4％％をすこしこえる2，797，000ポン  

ド。ところが，昨年度は租税収入57，054，000ポンドに・たいして，徴税費が4，68  

4，000ポンドとなり，8弘％紅・達しキ。これを3％に・引き下げれば，300万ポン  

ドの徴税費の節約ができ，1806年なみの水準でも経費節約ほ200万ポンドとな   

（9）Willams，0♪．Cith，pp．13～14・   
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89  

る。第2に，す■で紅．紹介したように王室の森林経営の改善紅より王室費38万5  

千ポンドをまかなうようにすること。発3に．，乱費のはなはだしいドック経営  

の改善（これ紅ついては具体的経費節約額を示していない）。第4に，兵舎，要  

塞などの建設を担当するOrdnance省の経費の削減。この経費ほ昨年度3，001，  

100ポンドであったが，1790年紅‥はわずか375，000ポンドであった。第5に，  

植民地統治のために・年々支出されている400万ポンドの削減。ウィリアムズに  

よれば，400万ポンドの支出の見返りとしては900万ポンドの植民地との交易で  

あり，「‾数多くの官職〔たとえば植民地行政官〕の任命権をもつ政府以外にとっ  
（10）  

てほ，たいしてうまみのある投資ではない。」第6紅，軍人紅支給されている休  

職給と年金の削減。こ．の経費ほ昨年度400万ポンド紅．達したが，これは1790年  

の軍関係省の経費総額とはとんどかわらない。発7に，その他の経費。これ  

は1790年にわずか168，600ポンドであったのにたいして，昨年度ほ3，888，600  

ポンドに・適する。第8に・，官吏の俸給の節約。これほ1797年のイングランド  

銀行の支払い停止によりインフレが発生し，今日でほ1797年の倍紅なってい  
（11）  

る。  

以上がウィリアムズの経費削減要求の内容である。ここからわかることは，  

1790年水準への経費の削減といってもかなり腰だめ的であるということであ  

る。第1に，舞6～8項の削減に関しては金額の明示がないため，これら全部  

の合計が2，300万ポンドに達す－るかどうかわからない。第2／に．，1790年水準と  

いってもそれは物価変動を無視した金額になっており，統計的正確性に．問題が  

ある。第3に．その実現性の問題となると，NPFRAの論者たちが自らのべたよ  

う紅，良族，地主，官僚，軍人などの旧勢力の蝉裾する議会が徴税機構の大幅  

な縮少や王室費の独立採静に．賛成サーるかというと，それほはなはだ疑わしいと  

いえよう。  

NPFRAは経費の削減に・よってういた財源でもって間接税を中心とする減税  

（10）∫みよ－d‖，p．16．  

（11）J∂≠d，pp．14～17．   
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を実施しようとした。つぎに彼らの租税改革について検討しよう。   

まずスレイ紅．そって現行の租税体系に対する批判をみよう。彼によれば，今  

日の租税体系ほ原理的に．不公平，課税の実態において－不平等，そして，生理的，  

社会的ならびに通商的観点よりみて有害である。原理的紅不公平とは，現行の  

租税制度がスミスのいう課税の第1原則私達反しているということ，すなわち  

国民はその能力軋応じて負担して．いないということであり，そ・れほ課税の実態  
（12）  

をみれほ明らかとなる。スレイほ，簾2表－－これほ租税の転嫁をまったく考  

第2表1847年皮の歳入  
（単位1，000ポンド）  

‥・ト：・  

・し二 ‥   
不動産  

関  税  0
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1
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1
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1
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5
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2
 
 
1
 
2
 
 
6
 
 
2
 
 
2
 
 
6
 
 
3
 
 
4
 
 
1
 
 
2
 
 

2
 
 
1
 
 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 

入
 
 
 

収
 
 
 

印  

相   続   税  

保  険  

有 価 証 券  

新 聞 紙 税  

駅   馬   車  

雑   収   入  

そ・の他の印紙収入  

地  租  

所   得   税  

郵 便 事 業  

61  

434   

4，475   

3，273  

小  計  竺竺⊥ 
－－一一一一一  

56，722  ∴   

関税，消費税に・よ  
る原価の上昇分  

合  計  

〔出所．〕A肋・β5ぶ〃花戸αγJよα∽♂”吻γα光d創机開聞－αJ和／b′沼  

‥‥川aγWい C．∫J♂よgゐ，p．10，  

（12）この表は，〔Beggs〕，rカβ∧厄f査0兜αJ尺♂．西川7A削減α如7プ，〔1850二l，p‖2も引用◇   
ネタは，LFPA，TγαC′S，1851，No・3，p・36である0   
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して「・1  

えないムチャクチャな表ではあるが－をかかげ，1847年度の租税収入5，900プラ 

ポンドのうち4，700万ポンドが商工業（trade andindustry）より徴収され，  
（13）  

不動産（property）の所有者は1，000万ポンドしか負担してrt、ないという。「【．税  

収の〕大部分が土地あるいほ財産からではなく，茶，コーヒー・，砂糖，タバコ，  

スピリッツ，バク－，チ－ズ，石けん等々，つまり蚕乏人の必需品あるいはさ  
〈11）  

さやかな贅沢品から徴収されている（謹聴！恥だ！）。」   

スレイは，富者も貧者と同様に茶や砂糖，コ－ヒーを消費し同額の税金を納  

めてこいるという反論にこたえるため，間接税がいかに逆進的かを立証する。10万  

ポンドの年収のある親族と週30シ′リング，年収75ポンドの機械工との間接税負  

担を計測 

がって，日々の粒を額に．汗してかせぐ者ほ，茶，コ－・ヒーそ・の他の必需品にたい  

する観金を通じて全収入の4分の1を納税しなけれほならないが，先祖から財  

産を相続した省一Ⅳ一つまり箸より重いものを持ったことがない省一馴は・，同様  
（15）  

な品物にたいする税金としてほ彼の所得の100分の3しか納めない。」という。   

さらに間接税の重課は．，肉体的紅．も社会的にも悪影響をもたらす。すなわち，  

高率の間接税の賦課紅より，茶，コ－ヒ一等の値段が引き上げられ貧民はそれ  

らの消費を制限される結果，アルコール飲料の摂取に・はしり，健康をそこなう。  

また，タバコやスピリッツに対する関税の墓課により密輸がはびこる。当時タ  

バコの密輸だけで生計をたてている者が24万6千人以上いたという。   

間接税の欠点として，最後紅通商上の観点が強調される。スレイは，とくに  

中国産の茶に対する関税の影響せとりあげる。当時茶関税は定額でポンドあた  

り2シ／リング2毯ぺンスであった。そして，輸入原価はポンドあたり最上級の  

茶で2シ′リング，最下級のそれで6ぺンスであったから，前者に・たいする関税  

（13）RいM．MaItinは，5，000万ポンドの租税収入のうち，250万人の富者が1，153万ポ  

ンド，800万人の中産階級が2，544万ポンド，1，400万人の労働者がのこりの1，303万ポ  
ンドを負担しているという（虎♂ノb7－〝富♂γノ1S A／∽α〝αCゐ，Jβ50，p．朗．）。  

（14）A♂dγ・♂一SS O〝Pα′J≠α∽と乃≠α′．γ餅肌仁釣7でα刀C紘＝紘侮■班みγl吼、C．．∫J♂∠gカ，p．  

10. 

（15）Jわよ♂・・，p．11 
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負担は．約100％，後者虹たいするそれほ実に．400％紅適した。これ自体逆進税の  

典型であったが，通商上の観点からみた時，スレイは，高率の茶関税が中国む  

けのイギリス製品の輸出を制限し，中国との貿易を破壊するという。つまり，  

中国むけのイギリス製品の輸出の伸びほ，いか紅多く中国の製品（ここでは中  

国産の茶）をイギリスが購入するかにかかっていたのである。下院のある委員  

会におけるR．ガーー・ドナ・－の証言「わが国の貿易は，返り荷（タβ≠〝タ〝ぶ）のあるな  

しにのみかかっている。中国人の能力ないし性向に・関していえ．ほ，もし彼らが  

支払い手段をもっておれほ，彼らほ．，ランカシ＝F－で製造されるほとんどすべ  

ての商品を引きとることができると信じている。」を引用し，そして，この証言  

を支持してスレイは，「中国人との貿易の限度ほ．，われわれが彼らから購入しう  

る茶の巌に依存している。したがって，関税が高率の時ほ，われわれははとん 

ど茶を購入できなかったが，そ・れが引き下げられると多くの茶を購入できた。  

われわれの輸出は．，関税の上昇あるいは低下に即応して増加し，下落したので   
（ユ8）  

ある。」という。   

さらに．，『改革者のための年鑑，1850年版』は，LFRAの集会払おけるF．  

Boultの発言を紹介し，関税が単紅イギリスと中国享の交易の発展を阻害して  

いるだけでほ．なし、ことを強調する。ポ－ルトは，関税の弊害をみるため，たと  

えば綿織物業をとってみようという。「たしかに．私ほ自由紅原料を輸入し，製造  

し，なんのさまたげもなレ乾そ・れを輸出できることは事実である。しかし，返  

り荷（Ⅰ・etnIns）が到着した瞬間紅、，税関は私の積出した品紅対する代金回収に  

干渉する。言うまでもないが，私の製品に．対する見返りとしてどのような商品  

がえらばれるかほ．先方次第である。私ほ相手が選んだものを受け取らなぐてほ  

ならない。そうでないと商売ができないのである。そ・こで，私は，中国からは 

茶，ブラジルからは砂糖あるいほコーヒ′－，フランスやスぺインからはワイン  

を受け取らなくて－はならない。しかし，これらのすべて：の商品にほ．途方もない  

関税が課せられており，しばしば赤字覚悟でなければさばけない。したがって  

（16）J∂≠d・，p．．14．   
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私はもほや製品を輸出できないのである。つまり，ポイラ一に．火を入れる者は  

ただち紅銃殺せよという命令をうけた1列縦隊の兵士たちが機関室軋配置二され  

ているかのように．，マンチェスタ－・の私の工場は事実上運転を停止してしまっ  
（1γ）  

ている。」つまり，茶，砂糖，コ－ヒ－－，ワイン等国民経済的紅．みて一見そ・れ  

ほど重要度のたかくないと思われる商品に．たいする関税の減税ないし廃止が  

「他界の工場」として．のイギリ・ス資本主義の死病問題をなしたのである。そし  

て，貿易統討の分析紅より「イギリス商品にたいする外国の需要こそが，論理必  
（18）  

然的にイギリス輸出市場の主要な決定要因であった。」といったのが，アメリカ  

のイムラ－・民であり，これこそイギリス自由貿易財政展開の COrnerStOneあ  
（19）  

るいはアルファでありカメガであるとしたのが，わが国の土生教授であっ■た。  

したがって，これら諸先学の研究紅照らして－もNPFRAの減税要求は．イギリス  

の貿易構造軋規匡された，商工業者階級の切実な要請であったことが明らか紅  

なる。   

直接税では，特に．相続税の負担の不平等血一禰暦商工業者の動産にたいして  

咋1～10％の税率で相続税が課税されるのに・，貴族や地主の士風や財産紅・はま  
（20）  

ったく課税されない側にたいする批判が，NPFRAの論者より主張された。   

以上のような現行の税制体系批判に・立つNPFRAほ．，どのような租税改革を  

考えていたのであろうか。上述の批判より間接税減税を中心とする租税改革が  

大体想像されるが，具体的な資料ほ．私の手許にはない。ただ，MFRA．の書記  

J．Matsonが時の首相ラッセル紅・あてた手紙の形をとった，彼の私案と称す  

（21） る税制改正プランがここ紅あるので，それを手掛かり紅・彼らの考えていた税制  

（17）尺♂ノわr∽♂′ノ・S－4J∽αJクαCゑ，ヱβ50，pl・74  

（18）Albert H。Imlah，Economic Elementsin the j㌔X’Britannica，Sludiesi7C   
β／・よわ，5カ釣㌢・βよgク‡Tクー“kわ＝怖れ補〝βまββ〝fゐC♂乃g〝グッ）NewYoI・k）1958Ip・127・  

（19）土生芳人『イギリス資本主義の発展と租税』東大出版会，1971年，52，108～109ぺ  

一汐。  

（20）A‘妙β1ざ・ざ〃邦Pαr／∠αノアZ♂〝Jα′：γα〝♂ぞJ〝〃〝√よ〃Jガβ／b〃〝・……みγⅣ■C小∫Jβ∠gヵ，p・  

28；Williams，Ob。Cit”，pへ21・  

（21）．JoIln A4atson，月勘押倒J月旦／わ′吼 ノ4餓㈲β叫押㍉物’エ0′’dJo如ガ弘ざ・ざβJJ，  

London，（1849．〕 
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改革を検討してみよう。マトソンの税制改正ほ，第3表の減税案と，それにか  

わる新しい税体系を示す第4表とからなる。このプランほ自家接着が多く杜挟  

なものであるが，それほ．ここで時間わない。   

この税制改正の眼目の簾1ほ，借地農（tenant－farmers），商工業者，庶民  

紅対する減税である。すなわち，借地農に対しては彼らが直接負担する所得税  

（レェデュ－′レB）と救貧税を全廃し，穀物条例の廃止によって流入してくる  

第3表 マトソンの税制改正案（その1）  

（単位ポンド）  

1．所 得 税 減 税  

借地脇に対する所得税（シュデュー・ル早）の廃止  

商工業と自由業に対する所得税（レ工デュ∴－ルD）の廃止  

2い 金程に対する課税の廃止  

麦芽およびホップ  

茶，コ－ヒ，ココア  

砂糖，糖 み つ  

バター，チ－ズ，レ－ズン等  

3‖ 産業の発展ならびに雇用を阻害する課税の廃止  

石  鹸  

紙  

煉  比  

広告ならびに新聞  

4い 原材料にたいする課税の廃止  

木  材  
獣  脂  等  

そ  の  他  

51．健康をそこなう課税の廃止  

窓  税  

保  険  

6．免 許 親 の 廃 止  

7．．遺 産 税 の 廃 止  

8．．救 貧 税 の 廃 止  

9い 燈台税および船税の廃止  

2，000，000   

324，399  

1，678，595  

16，200，000  

5，300，000  

5，900，000  

4，000，000  

1，000，000  

2，896，000   

965，000   

793，000   

638，000   

500，000  

1，723，000  

1，133，000  

90，000   

500，000  

3，500，000  

2，300．．000  

1，200，000  

1，086，000  

1，000，000  

7，000，000   

500，000  

合  計  35，000，000   

〔■注〕1）合計は，35，亜5，000ポンドとなる。  

〔出所〕．丁・Matson，0♪．‘∠f‖，p．6，  
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第4表 マトソソの税制改正案（その2）  

（単位 ポンド）  

95  

55，268，000   合  計  

〔出所トJ‖ Matson，よみ戎d・・，pn7 

外国産の穀物と借地虚の鎮座するそれが十分太刀打ちできるようにするらと，  

商工業者に対しては，これまた彼らの負担する所得税（レェデュ－ルD）を廃止  

し，原材料，食糧濫たいする開私 消責説を全廃すること紅より，産業ならぴ  
（23）  

に貿易にたいする障害をとりのぞくこと，そして，庶民の男性紅・たいしてほ，  

たとえば麦芽とホップにたいする課税を廃してど」－・ルの値段を半分に・し，洗濯  

女にほ石鹸税を廃止してその価格を半分以下軋すること等に・与って恩恵をもた  

らすことである。そして，寛2に．は，以上の減税は，不動産，利子・配当なら  

び私署吏の俸給（レェデュ－ルA，C，E）紅たいする所得税の税率を現行のポ  

ンドあたり7ぺンスから4シリンダへと7倍ちかく引き上げること紅よっても  

たらされる増税3，500万ポンド紅．よって，補填されるとV、うことである。シュ  

デューールA，C，Eの所得紅たいする税率ポンドあたり4シリングは非常紀要  

いように．みえるが，マトソンに，よれほ，現行の救貧税ほすでにそれを上まわり，  

たとえばNoIWichのそれはポンドあたり6シ′リング8ぺンスに・なっているこ  

（28） とから，負担．しうる（しかも，救貧税は撤廃される）という。そして，金持  

（22）ただし，マトソンは，茶，砂糖，コーヒ一等にたいする関税の減税を食糧価格の引   

き下げを実現するという観点からとらえており，LFRAの集会で発言したポーールト  

的観点ほみられない。  
（23）Matso王1，∠朗d，pp・7～8・   
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ちといえども減税による物価の下落に．より利益をうけ，「損をする者はだれも  
（24）  （26）  

いない。」とする。   

マトソンの税制改革は，商工業濱，借地農の税負担をはとんどゼロに．し，税  

収はもっばら不動産ならびに．不労所得から徴収しようとする1種の単税論であ  

り，きわめて露骨な反寅族反地主的税制改革である。トーリ－のディズレイリ  

－ほ，■すで紅前年，急進派の朗政改革のねらいが員族的財産紅負担を転嫁しよ  
（26）  

うとするものであると議会でのべ，反対の意志を表明した。客観的に．みて－も，  

たとえばレェデューールB，Dが勤労所得的性格がありそれを考慮するとしても  

無税というのはなんともキテレツであり，公平な課税の原則紅反しているとい  

えよう。したがって，このマトソン案ほ当時の中産階級がどのような理想的税  

体系を考えていたかを知る材料のひと？と考えたらよかろう。そう考えたうえ  

で，第4表の税体系をみれば，間接税でほスピリッツ，印紙税，タバコからの  

税収が中心であり，ある意味では1860年代中期以降紅．実現された「税ぬきの朝   
（27）  

飯」を示唆して＼おり興味ぶかい。  

最後に・，NPFRAは，「知識紅たいする税金」として悪評のたかかった紙税等  

紅たいしても反対運動を展開していたこ・とを付言しておきたい。当時の紙税等  

からの税収入は，第5表の通りである。これらの課税により特に罰撃をうけた  

のが新聞であることはその税収入よりみても明瞭であった。新聞の場合，1ポ  

ンドの用紙匿対して1ぺニ一半の紙軋新聞1部幣つき1ぺユーの印紙税，そ  

して，広告1件にたいして1シ′リング6ぺン∵スの広告税がそれぞれ賦課された。  

そこ／で，『改革者のための年鑑，1850年版』ほ，このようないわゆる「知識にた  

いする税金」の即時廃止を，民衆教育の支持者，改革者たち，そして産業階級  

が要求すべきだという。なぜなら，「知識に潅いする税金」の撤廃が民衆教育の  

（24）∫∂∠d．，p．15 
（25）マトソンほ，コプデンの1，000万ポンドの経費削減案を支持しない。彼によれば，   

大幅な減税により社会に贋栄と平和がもたらされ，軍隊や警察，行政官庁は大幅に削   
減整理される0 これこそ国家経費を削減する負の方法であるという（沌寝．，pp、14～   
15）。  

（26）3 地形5α7’d，ⅩCix，960′、ノ961一．．June20，1848．  

（27）土生，前掲沓，90・ぺ・－・汐。   
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第5表 紙税等の税収内訳（1848年）  

（単倣 ポンド）  

97  

国鯛 

． 

新 聞 印 紙 税】  360，274  

合  1    計  ≒ 1，266，734  
〔出所）如／わ㌢∽βr，′S AJ∽α〝αCゐ，Jβ50，p，74．  

普及に役立つからであり，改革運動のひとつの武器となる安価な出版物の頒布  

を容易隠するからである。   

「知識紅たいする税金」廃止の理由として興味をひくのが，それが商取引を  

活発にするという指摘である。「贋造業者あるいほ商人と大衆との間のコミュ  

ニケーションのチャンネルが増加す・ればするはど，商取引はますます容易に 

なるであろう。売り手が1つの広告紅現在支出している価格で2つの広告を出  

すこ．とができるようになれほ，買い手は多分飛躍的に増加するであろう。特  

に，印刷業ほ印刷物の増加に．より大幅私利益をあげることができるようになる  

（2S） であろう。」つまり，「知識に．たいする税金」の撤廃が商工業の利潤の増大紅役  
立つとV・、う論法であり，単純紅言論の自由の麓得七労働者階級の啓蒙をめざし  

（29）  

たものではなかったことがわかる。そこで，急逸派の指導する「知識にたいす  

る税金」、撤廃の運動軋欺瞞を感じたC．MuI・r・ayは，のち紅詳しく紹介する中  

産階級批判のパンフレット紅．おいて，「中産階級の欲しているのほ廣は自由な出  

版ではなく，安価な出版であり，彼らは，安価なしかしインチキな印刷物を全  

国にまきちらすであろう。そして，彼らは，実弾を使ってあらゆる腐敗堕落し  

た物書きや政治的袈切り者を買収し，土地や貸軌商業，宗教，政治等々に関  

するあやまった主張を沓及させて大衆を寵絡し，地主制，高利貸，そして金儲  

（28）虎♂ノb′僧β〆5AJ桝α乃αC烏，ヱβ50，p・76 

（29）岡本充弘「1糾8年以降のチャーチイズムーデモクラティコク・コンプェランスか  

ら新綱領の採択にいたるまで椚」，『社会運動史』葦4号，1974年，174ぺ－ジ。   
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（80）  

け追求吟関する彼らの欺瞞的やり方に・たいする追及をのがれるであろうる。．は  

批判した。  

Ⅴ 議会改革   

1832年の選挙法改正．により，曳族，地主よりなる支配階級ほ，中産階級紅  

権力委を譲したのでほなく，「ただ中産階級を既成の政治体制の中に．組み入れ  
（al）  

て，彼 らの政治権力の基盤を拡大しようとした紅過ぎなかった。」このことは，  

中産階級の側からいえほ，彼らが依然として政治権力の中枢から疎外されて：い  

ることを意味した。NPFRAの議会改革の要求の根底紅ほ，議会が依然として  

地主，畠族，官僚等の旧勢力によって二支配され，新興商工業者，都市住民の利  

害が政策紅反映されないということに．たいする強い不満があった。   

スレイほ，BIentf0Idに．おけるNPFRAの集会に．おい√く，「貴族的，地主的  

利害が大幅に尊重され，はとんど排他的軋代弁されている。ところが，人口の  

大部分ほ，人口の点からみても財産の点からみても，意法がわれわれに．あるべ  

き姿として教えているように・は代弁さ紆て1、ない。したがって1現行の庶民院  

（House of Commons）は名前だけであって，実際ほ．国民の議会（Peo，ble’s  
（32）  

House of Parliament）でほない。」といい，聴衆の喝采をあびた。NPFRAほ， 

どのように大衆が支持する法案を庶民院に提出しようと，80～100票の賛成し  

かえられないことをなげき，庶民院の議員656人のうち現行の体制を支持する  

（33） 者が過半数を82人もうわまわる369人いるという。したがって，現行の選挙制度  
を改正して，国民の利益代表が地主，蛮族のそれを上まわらないかぎり，急進  

（30）C小MuI・Ⅰay，Aエβff♂㌢阜ク 爪動・．Gβ0γ■gβJαCO∂ 助Jγ0α烏♂；C鍾ね玩毎gα及・よgノ  

斤ぐ両i（，dJ／血／G川机〝化川ノ∫C袖山（＝′‘JJJ（′P〟J■（・1・（7ゞ（7朴／d／〝〃ソ■，山川ござ〆rノα／  

八一、、Jり・：・＝・J■・什．人●．・・′こ・■りリブ ／；・一＝  、‾、乙・∴一．j・・1わ．ト．／JJ．イl・＝血、  

と略称〕，bndon，18弱，p一．4．  

（31）中村英勝『イギリス議会政治の発達－19世紀の選挙と政党組織叫－』至文堂，   

1961年，82ぺ一一汐。  
（32）A♂かβ・ゞ5β邦PαデーJよα∽β乃fαタ：γ α乃dダ∠■〝α〝Cよ¢J和／b㌢－〝71…抄lダ。C。∫Jβよgカ，p．   

26り〔Beg由〕，丁ゐβ．怖め〃乃αJ鱒／b′■∽ノ如・ざ〃Cね需0〝，p．4も参照。  

（33）J∂よd．   
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について（2・完）  

派はつねに．少数派にとどまらざるをえないというわけである。   

さらに，1832年の選挙法改正以後も国会議員の選挙にほ買収，供応が横行す  

るとともに．，議員定数の割り振りにも不合理があった。人口25万人，商権者1  

万2千人の「大産業都市」マンチ悠スタ－がわずか2人の議員の定員しかもた  

ないの紅たいして，人口5千人余り，有権者わずか240人の，ハンプレヤ－の′J＼  

さな町AnddveI・が同数の議員を選出しえたことにみられるように，都市の有  

権者の不満が大きかった。ウィリアムズに・よれば，イングランドに・おける216  

のバラとカクソティ脚一有権者ほ全部で161，485人－が庶民院の半数をしめ  

る329人を選出しうるのに．たいして，フィンズペリー，リグァプ－ル，ウェス  

トミンスター・，ミドルセックス，南ランカシャー，ヨ－クレヤ－のクエスト・  

ライディング劇一有権者は全部で169，368人－一山が18人しか議員を選出できな  
（a4）  

いこと紅．なっていた。つまり，1832年の改正選挙法でもバラやカワンティの多  

くの小さい選挙区が残され，大都市の有権者の声を相殺していたのである。   

ウィリアムズほ，蛮族や軍人，聖職者，官僚あるいぼ彼らの親類縁者が蝉掘  

する，現行の庶民院私財政改革を期待することほ過去13年間の議員としてこの体  
●●・（35）  

験からいって「絶望的」であるという。そこで，スレイほ，「団結こそ力であ  
（36）  

る」として，員族，地主の支配体制打破のため紅中産階級と労働者階級は共同  

行動をとってはしいと訴える。「中産階級と労働者階級の諸君に申しあげたい  

が，諸君ほ．全国津々浦々において協力してはしい。諸君の利害は同一－・である  

－一間接税ほ不当軋諸君を圧迫し，貿易を制限し，商取引を拘束し，そして，  

産業活動の全面的発展をさまたげている。諸君ほ．，必要以上に歪い粗鱒の責納  

を強いられている。諸君ほ，富者も平等紅・分ちあうづせ負担一彼らはそれを  
（87）  

諸君に転嫁している一－ニを強制されている。」しかし，間接税を減税して自由  

（34）Williamsト血協β5Sね才力βEJβC如Sα乃d肋紹－E／βCね′S¢ノ■抽＝加混♂彪毎一  

d〃雛，p…26 
（35）J∂∠－d．，p．23．Ad匁β15・S∂紹PαγJ∠〃朋β〝吻γα〟d戯乃α乃C∠〃J点βノわγ∽‥ケγⅣ・C・  

∫J♂套g／i，p．22 も参照。  

（36）∫∂窟d．，p．27 

（37）J∂まd，p－28．   
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貿易を実現し，租税を地主あるいほ不動産所秦者に主として負担させようとす  

る財政改革は，中産階級的発想にもとづくものであり，労働者階級ほ全面的に  

賛成するわけに．はゆかなかったであろう。  

さて，以上のようなNPFRAの議会改革の要請をうけて；J．ヒュ－ムは，  
（8S）  

1848年6月，1849年6月，1850年2月，1852年3月と4回，はば同様の趣旨の  

動議を，最初の3回ほホイッグのラッセル政府の下で，最後の1回は．トーリ－－ 

のダービー政府の下で議会に提出した。そ・の内容は，①いわゆる戸主選挙権の  

実現壇）秘密投票の実施⑧議員の任期を3年紅短縮するとと④人lコに．比例した適  

正な議員定員の配分であった。そして，これら4項目の中心ほ，ヒコ∴－－ム自身  
（39）  

のべているように（おの選挙資格の拡大に．あった。   

いわゆる戸主選挙権紅．ついてヒュ－・ムほつぎのようkいう。現在21才以上の  

成人男子ほ全国で500プラ～600万人であるが，そのうち選挙艇をもっているの  

は，80万～85万人配すぎない。したがって，成人男子6人のうち5人が国政に  

参加する権利をうばわれていることになり，これが今日の国民の不満の最大の  

原因である。とく粧兵士あるいは職工として国家社会紅たいして重要な役割を  

ほたしている労働者が排除されているのほ問題である。本来国政に．参加する権  

利は憲法上すべてのイギリス男子（Englishman）に．あたえられるべきもので  
〈40）  

あり，それが国民全体の願望である。しかし，それは早急にほ実現できないの  

（38）もっとも算1回のヒコ∵－ムの動議はNPFRAの結成以前であるが，NPFRA申改   
革の大綱は1848年5月に／でき上っていた。MacCoby，E〝gJ≠ざゐ点α♂∠七αJ童■S∽ヱββ2－  

ヱ甲2，pp〃287～288をみよ。  

（39）3助乃5αγ♂，ⅩCix，8由．血ne20，1848；3助乃ゞα7d，C，225り．Tuly6，18賂 
Zbidけ174（Serjeant Talfo11rdの発言）もみよ。  

（40）3肋乃・5αγd，ⅩCix，8朗．．Tun雪20，1848．．ヒコ∴－ムほ，グレイ内相とのやりとり  

の申で，女性に．も将来選挙権があたえ．られるであろうという（3助紹・ざα㌢d，Cix，167．   

FebIuaI・y28，1850．）。コプデソは，はっきりと男子普通選挙権ほ支持しないとのペ，   

財産のあることが有権者の条件だという（3月α乃ざ〃γd，C，188．June6，1848．）。こ  

の点ブライトも同様で，彼ほ．，晩年まで男子普通選挙権に腰成せず，限定された有樅   
巻こそが「民主的な（democratic and popular）庶民院」をつくると考えた（Read，  

C扉必用（∽d点れg加，p‖177．）。したがって，この点ヒュ′－ムほ急進派の中ではき  

わめて進歩的だったといえる。   
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－ヱ0ユー  101  

で，次善の策（nextbestcourse）として有権者を納税者に限定する。しかし，  

そ・の場合，タバコを吸い，ジンを飲む者，すなわち間接税の納税者も有権者と  

なるかと」ハうとそうではない。さらに．制限がもうけられ，教区の救貧税を納付  

する者を有権者とする。つまり，「－救貧税を現に納めているか，あるいは納める  

資格のある者で，1カ所に12カ月居住する者ほすべて事実上の（dβ／αCね）萌  
（41）  

梅者とすべきである。」そ・こで，ヒコ．－ムのいう「戸主（householder・S）．」に．ほ，  

戸主の外紅．そこ紀聞借りしている者（lodgefS）も救貧税を納めるという前提  

で有権者紅含まれるのである。これほ，人民憲章の第1項をなす男子普通選挙  

権の要求を急進派として可能なかぎりとり入れた改革案であったといえよう。   

そして，ヒュームは，NPFRAの改革の路線紅．のっとり，議会改革の目的は  

財政改革にあるという。「今日，社会における大部分の者は，誇張でほなく国政  

紅声を反映できない。少数者に．よって多数者の課税が決定されている。そ・の結  

果，課税ほ不公平に．なり，多くの者はほ．るかに過大な負担を強いられている。  

国民の公正な代議制度が実現されないかぎり，課税制度ほ改めようがないでは  
（42）  

ないか。」   

ヒュ－ムの動議を支持して，NPFRAの会長クォ－・ムズリー一議員ほ，1850年  

紅．つぎのよう紅ん、う云「■等しく国民の望んでいるのほ，税制の改正と国家経費の  

大幅な削減であることほ否定できない。しかし，今日までのところ∴すべての  

階級の福祉の実現紅必要なそのような救済をおこなう見通しはまったくない。  

したがって，今や財政問題だけ碇没頭してきた人々も，産業を圧迫している租  

税の軽減を実現する紅．は本院の改革を通じてのみ達成できるということを確信  
く43）  

していると思う。」   

ブライトほ，ラッセル内閣の閣僚14人のうち良族が7人もいる等のことをあ  

（41）3助紹・5〃，・d，Cix，140．FebruaIy28，1850．  
（42）3月β乃・ゞα′d，CXX，94．．MaI℃b25，1852．3〃α〟・Sα′’dcix，153・・FebI－uaI－y28，1850   

もみよ。コプデンも同様の趣旨を，もっと直裁に主張している（3砧〝∫αγd，C，186，   
July6，1848り）。  

（43）3助〝Sαγ♂，Cix，159～160．FebruaI・y28，1850．畠助刀Sα′d，CXX，103～104 
乱4aICh2亭，1852も参照。   
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げ政府のポストが貴族によって独占されていることを指摘し，国政紅．国民の声  
＼11＼  

を反映するよう要求する。そ・して，特紅，近年における新聞の購読者の増加と  

か廉価本の普及に．示されるように労働者階級の知識の向上がめざましいことを  
（45）  

あげ，彼らも十分軋有権者に．なる資格があるという。   

チャーチイストの大立て物，オコンナ－ほ1848，1849∴1850年の3回それぞ  

れ短い発言をして：ヒュ－ムの動議を支持するが，その主張ほ一一・賞して：いる。彼  
（4う）  

ほ，ヒュームの動議を「議会改革の正しい方向への簿1歩」と評価し，戸主選  

挙権の実現を最終目標に」はしてこいないことを明言する。そ・して，「もし尊敬する  

議員〔ヒュ－・ム〕の動議が今夜可決されたなら，明日6項眉の〔人民〕患章せ  
（47）  

主張する。」とのべ，だんだんと症気にちかづきつつあったとほいえ，人民憲章  

の断固恩徹の姿勢をくずしていない。   

議会改革の必然性を財政問題に．もとめる急進派の主張に．たいして，トーサー  

のディズレイリ－ほ．，その主張の根拠そ・のものがおかしいと具体的な数字をあ  

げて批判する。たとえば，国民1人あたりの租税負担ほ1828年に．ほ．2ポンド3  

シリング2ぺンスであったが，それは1848年には1ポンド12シ′リング2ぺンス  

に低下し，財政問題そのものが存在しないとし，1832年の改正選挙法で十分満  

＼4ゝ、 足であるとのぺ，ホイッグ政府を支持する。   
さで，ラッセル首相は上述のような急進派の主張ないし批判紅．どのように．答 

えたか。第1に．，彼はヒュ．－ムの戸主選挙権の矛盾をつく。ヒユームは他方で  

は選挙権をイギリス男子紅あたえられる窓法上の権利（constitutionalrights）  

のひとつと主張しながら，現実にほ有権者を救貧税の納税者に限定するため依  

然として有権者に．なれない者が存在する。その数をラッセルは200万～300万人  
＼lこ－1  

という。それほ．かなりな誇張せあるが，ヒュ－ム自身100万人が有権者になれ  

（44）3月戌兜1ざαγ■d，CV，1209～12101－June5，1849 

（45）Jム∠d，1200・  

（46）J占∠d．，1182・  

（47）3肋乃9α7d，C，211・・July6，1848小3ガ加・ざ〃㌢d，CV，1、183・Juneち， 
月β〝Sαγ・d，Cix，172．．28FebIuaI’y28，1850も参照。  

（48）3肋兜1ゞαγ♂，ⅩCix，945～948，951～952・㌧拍ne20，1848・  

（49）3助〝一ゞα′■♂，ⅩCix，919、一Tune20，1848・ディズレイリーー・も，戸■主選挙権の矛盾   
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について（2・完）  

（50）  

なV、ことを認めている。この矛盾紅たいして，ヒュ－ムほ，1848年にほ，たし  

かに．一・部の者が有権者に．なれないが，「しかし同時紅，多くの者が有権者とな  

り，そして，それほ，〔有権者として〕登鑑されるべく12カ月1カ所に居住し  
（さ1）  

ようとする強力な誘い水に．なろう。」と，苦しい弁明をしている。ところが，  

1850年にほ，有権者紅なれない者がいて少数意見が国政に反映されなくても，  
（52）  

政府ほ社会全体のためを考えて行政をしているから問題はないと開き直る。こ  

こに．，ヒュ－ムの戸主選挙権論の限界がある。   

ラッセル首相は，政府は貴族のためのものであり，政府の政策が国民の要求  

を反映し七実行されて．ほ｝ないという批判紅たいして，1832年の選挙法改正以  

降政府ほ，国民の要求をうけ西イン 

法を制定し，穀物条例を撤廃し，そして関税改正を実施するなどつぎつぎと改  

革を実行してきたと反論する。そして，「私は，この国の政府が貴族の利益のみ  

をほかってこ行動してきたという非難岬きわめて俗受けのする非難－を断固  

否定する。この国において負族の享受している権利ほ，国民全体の享受してい  

る普遍的権利とまったく同・－・のもので奉る。全国民は政府のもたらす利益を完  
＼531  

全に．享受していると確信する。」という。  

これ紅たいレて，たとえば，コプデンほ，ラッセルのあげる諸改革ほ院外の  
＼511  

大衆運動によってはじめて実現されたのだという。マンチェスタ・－・は庶民院に 

しかるべき数の議員をおくれないから，やむなく穀物同盟を結成したのであ  

る。議会が国民の声を正しく反映していない皮肉な例ほ，保守党員（R．グラ  
（さ5）  

ッドストン）を会長紅いただくリグァプール財政改革協会であるという。   

ところで，ラッセル首相は基本的にほヒュームの提案紅反対であった。その  

をつき，イギリス臣民と 
有権者を戸主に限定するのかという（よ∂∠♂“，949・・）。  

（50）3Hansard，Cix，140・February28，1850・  
（51）3肋〝ざα′’d，ⅩCix，897・血ne20，1848 

（52）3月〃花Sα7■d，Cix，141～142・・FebI’ua工■y28，1850 

（53）3月α紹・ざαrd，ⅩCix，932．June20，1848・  

（54）ブライトも同様の見解である（3肋乃5αγd，CV，12d6．Tune5，18鯨．）。  

（55）3〃〃〝・Sαγd，C，193．Tuly6・1848 
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理由は大きく分けて2つ。策1。ラッセルの理解紅よれば，間借人も含むとい  

う戸主選挙権ほ事実上の普通選挙権であった。そのさい，有権者となる労働者  

階級に，イギリス帝国や，意法，植民地，貿易等に．関する諸問題についてこ正当  

な判断をする能力があるかというと，彼ほそれほきわめて疑わしいという。「私  

は，この国の労働者階級の高潔さを全面的に信赦している。将来選挙貿格が拡  

大され，彼らも有権者となる時がくるであろうことほうたがいない。しかし，  

私の現在見聞サーるかぎり，今日全国を地区に．分け，尊敬する紳士〔ヒュ－ムて〕  

の提案するようにすべての男子に投票権をあたえたならば，国民ほ意図的なデ  

マにまどわされ，そ・の結果成立する本院ほ，国民の福祉とよき統治に．貢献しな  
（5¢）  

いであろう。」   

第2。ラッセルほ有権者の拡大により階級対滋が先鋭化することを串・それ  

た。彼の念頭にはmonarchyとaristocracyとdemocracyの三者のバランス  

の維持，あるいはもっとほっきりいえば前2者の勢力でもってdemocracyを  

圧倒して：いる現状を維持すべきだという考え方があった。したがって，急進派  

の主張するような戸主選挙権が実現し，人口紅比例レて議員の定員が改められ  

ると議会ほ，農村の利害を代弁する議員と商工業の利零を代弁すろ大都市選出  

の議員と紅．分裂し対立が激化する。「…‥・㌧私ほ，様々な代表をもつこと，すなわ  

ち大都市と同じく小さいバラも議員を送るといぅ方が，敵対的な2つの見解を  
（57）  

代表する2種類の人々しかいないよりほるか紅よいと考える。」このよう紅主  
（5S）  

張して，ラッセルは「漸進的な改革」をとるとした。   

ラッセルほ．，否決されてもなおかつあきらめない急進派軋よる連年の選挙権  

拡大の要求紅応じさるをえなくなり，1852年妻月紅，政府案を議会紅提出した。  

それほ，①市と六ラ紅おいて年価値10ポンドの家屋の占有者に′あたえられてい  

た選挙権を5ポンドに引き下げること㊥カウンタイにおいてほ年価値50ポンド  

（56）3月吻那劇痛，CV，1222．．lune5，1849・．3〟〃〝Sα7♂，Cix，198．Fe加uaI■y28，1850；  

3ガ卿．Sαγd，CXX，158．Ma工℃b25，1852も参照。  
（57）3助乃1ざαγ■d，CV，1215，T11ne5，1糾9．3助〃」Sα7■♂，ⅩCix，921．．lune20，1848  

も参照。  
（58）3助〃Sαγd，CV，1225．，Tune5，1849 
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の家屋または土地の占有者に．あたえられていた選挙権を20ポンド紅引き下げ，  

COpyholdersとlongleaseholdersに．v3いでほその基準を10ポンドから5ポン  

ド紅引き下げること⑧カワンティ，バラに関係なく，年40シリングのassessed  
（59）  

taxesまたほ所得税の納税者に．選挙権をあたえることからなっていた。   

この提案にたいして急進派の中でほブライトが現状の改善にすこしでも役に  

立つとして賛成した。しかし，ヒュームは，政府案が1832年の改正選挙法の「弥   

（銅） 逢策」紅すぎず，特に．200万～300万人に達する労働省を排除しているのは問題  
だとして反対し，ウォーームズリ－も，それが納税者と産業階級の権利を認めて  

おらず不満であるとして反対した。ところがラッセル政府ほ上記の提案をレた  

直後に倒れ，それほ結局日の目をみなかった。   

ヒュニムほ，トーリ・－・のダービー政府が成立した直後の1852年3月に．，4度  

目で最後の動議を提出した。これ紅／たいして，庶民院紅おけるトーリ・－の指導  

者となった蔵相のディズレイリ－－・は，牽強付会ともいうべき論法で－・蹴してし  

し∵て1 まう。すなわち，ヒュ－－ムは今日成人男子7人に1人しか選挙権があたえられ  
て．いないというが，統計的紅正しく検討すると有権者でない男子は3人に1人  

であり，人口比でみた議員の定員は圧倒的紅都市が農村部より木利であるとい  

うヒュー・ムの指摘も実は逆である。したがって，「私のみるところ，彼ら〔ヒュ  

－・ムたち〕ほ単な早計静止．のミスをしたというよりは，ほなはだしく悪質な統  

計上の操作をやっており，そのような誤った不完全なデータにもとづ）・、た主張  

く飢） は，…‥…みとめるわけに．はゆない。」としたのである。   
かくして：，NPFRAの運動を背景紅したヒュ．－ムの“Little Charter”ほ，  

1848年紅ほ84対351，1849年には82対268，1850年には96対242，そして1852年紅 

ほ．89対244で否決され，ホイッグとトーリ」－のかたいスクラムを突破‾できなか  

った。  

（59）3月〃〝∫αγ♂，CXix，261～263．．FebI■uaIy9，1852 

（60）∫∂≠d‖，269 

（61）3月β乃ざαγ’♂，CXX，151．Ma工Cl125，1852 
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ⅤINPFRAの崩壊  

「急進派＝労働連合」を構想して，急進的中産階級紅よって指導された  

NPFRAの運動は，1849ノ、′1850年にかけて，イングランドとスコットランドに  

おいて■急速紅普及したが，その崩壊も早かった。つぎ紅その経過をみよう。   

まず，NPFRAの一・翼をになったチャーチイスト右派のオコソナーたちの動  

静をみよう。チャーチイストの中央組織である全国意章協会ほ．，1849年12月に  

開かれた代表者会議紅おいてNPFRAの路線を支持する決定をおこなったが，  

その直後だたち紅チヤ－－・テイスト左派の巻き返しがあり，1850年2月には，  
（62）  

NPFRAに．反対の態度をとるハー・ニ－らが全国憲章協会の指導権をにぎった。  

ハ－・ニー・ほ，同月の『民主評論』において，「コプデンの自由保有土地討画やワ  

ォ－ムズリ－の‘LittleCharter，の目的は，明らか紅∴選挙権を拡張し庶民院  

を‘マンチェスタ」－・派’の代表者たちで占儲することに．ある。要する紅，両者  

の政策は．，ブルジョアジ・－の覇権を確立するためにプロレタリアートを利用す  
（β3）  

ることである。」と書き，労働者階級軋警告を発した。  

1850年5月に．は，NPFRAの支持むめぐってオフンナ－とノ＼－ニ－・は衝夷し  

た。・そ・して，「中産階級急進派との協調を推進し，人民憲章にイ可ものも加えぬ純  

粋かつ単純な憲章を目的とするオコンナ′－。タラノーク派のチャニチイストと，  

中産階級との協調を拒否し，人民憲章紅社会改革の要求を統合させて運動の前  
（84）  

進を考えるノ、－ニー派とは分裂したのである。」分裂後クラ－クは全国憲章協会  

をはなれ別行動をとったが，オコシナーは少数派に転落しながらも協会内部に  

とどまった。そ・して，彼は，1850年10月，『北の屋』紙上で，チヤ－・テイスト陣  

営再統一のためマンチェスターで代表者会議を開くことを提案して，公然たや  

分線行動にでた。しかし，同年末紅成立した全国憲章協会の新執行部も，八一  

（62）古賀秀男『チヤ－テイスト運動p研究』，313～314ぺ→汐。  
（63）Democr’atic Review，February，1850Gi11espie，LaboY’and PoliiicS，pp 

87～88より再引用。このような見解を，ノ、－・ニ・－は，すでに．1849年8月の『民主評論』  

に．おいて発表している（査鋸dい，p‖ 91）。  

（64）古史，前掲書，316～317ぺ岬汐。   
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（65）  

ニー・，ジョー・ンズらの左派が指導権をにぎり，NPFRA との協調を拒否した。   

しかし，1851年1月，オコソナーー・派は，ジョーンズら全国憲章協会執行委員  

の多数の反対をおしきって，マンチ・ェスター会議を開催し，NPFRA との協調  
（68）  

路線をからくも可決した。そして，同年3月，マンチェスクー会議で決定され  

た路線に呼応して，マンチェスターー。チャーチイスト協会は，人民憲章と社会  

革命を統合した全国憲章協会の方針を放棄し，NPFRAとの協調路線をとるこ  

とを決定しで，大きく右旋回した。 

マンチェスタ」－・チヤ－・テイスト協会は，これまでのチャ、－テイストたちの  

運動ほ国民の趣味嗜好に・あわず，いたずらに敵慢心をあおるだけで，「まったく  

（¢7） の失敗」だったと自己批判し，これからは中産階級と密接紅協力しつつ憲章の  
実現にむけですすむという。そして，NPFRAについては，「われわれは，彼ら  

のこれまでの行動を高く評価し，彼らの苦難にみちた，しかし崇高な企図に．全  
ノ  

面的に．賛意を表する。・…′…われわれは，これから彼らと肩をくんで行進し，彼  
（65）  

らの敵はそれが誰れであろうとすなわちわれわれ共通の敵である。」とのべ，  

NPFRAと行動をとも紅すると明言する。さらに，同協会は，きたる総選挙紅  

おいてこ選挙協定をNPFRAとの間軋結び，「われわれは，線織としては立候補  

者にチヤ－テイストを推薦する。しかしそ・れが不可能なところでほ，庶民院に  

おい七労働者階級の声を反映させる最善の方策として，チャ－テイストほ，全  
（69）  

国議会・財政改野協会の立候補者を支持すべきセある。」と決議した。   

このようなマンチ弘スタ－・チャーチイスト協会の方向転換は，全国憲章協  

（65）同上乱322～323ぺ」一汐。  

（66）マンチェスタ一会議の詳細についてほ，岡本充弘，前掲論文，182～186ぺ－・汐をみ 

よ◇  
（β7）〔James AIcock〕The Councilo．f the MancheSier Chariirst AsISOCiaiionio  

the Democraiic Refbrmers qfGreat Briiain，〔ManchesteI，1851〕，p．2．マン  

チェスタ－・チャー・テイスト協会の右旋回の方針は，同年3月2日紅開かれた同協会  

の総会において承認された。そして，この右旋回に．ほ，フィンズペリL－選出の国会議  

員でチヤ－ティズムの共鳴者Thomas S．Duncombeが1放かんでいた（ibid．，pp 

7～8い）。  

（68）′∂査♂．．，p．4 

（69）J∂∠d．．，p6 
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会の主流派にとってほ裏切りとうつった。E．ジョ′－ンズは，マンチェスタ－  

・チャ・－テイスト協会の動きを，チャーチィストたちをマンチ・＝スタ－・派紅．う  
（ア0）  

りわたす陰謀であると非難した。しかし，オコンナ－の企画した，NPFRA と  

共同行動をとりチャーーティズムを本来の姿紅引きもどすという計画ほ，十分展  

開されないうちに自滅してしまった。というのほ，オコンナ・一自身が1852年6  

月紅．狂気と診断され，精神病院に収容されたからである。このことほ，NPFRA  

の運動にも大きな打撃をあたえたと思われる。1852年に、入り，NPFRAがその  

活動を事実上停止した理由のひとつほ．，オコンナ－の発狂にあったであろう。   

一一・時は中産階級との同盟を支持した労働者階級も，1850年代はじめの労働争  

議を通じてブルジョア急進派の主導のもとにすすめられる「急進派＝労働適合」  

に不信を探めてV■、った。その契機が1850年のウカ・ルプアーハンプトンのブリキ  

職人のストライキであり，そこに，おいて親方徒弟法（Master and Servant  
（71）  

Law）の不当性が認識され，その法律の改正のために労働者階級の代表を議会  

に送る必要が痛感された。合同機械工組合の機関誌『職工』ほ，1851年7月紅，  

「人民（people）ほ，自らの階級出身の代弁者をもたなければならない。他の  

誰れも，人民の気持ち－彼らの窮状〟彼らの強さと弱さ－⊥イを本当に理解  
（72）  

したり，表明したりはできない0」とのべ，さら紅．，「’もし人民（people）が選  

挙梅をもっていたなら岬もし労働者が親方と同様に法律を作る権限をもって  
（73）  

いたなら00このような不合理略一掃されるであろう．」とし，選挙法改正運動  

にノおいて独自の路線をとる決意を表明した。そして，1852年7月の総選挙にほ，  

『職工』の編集者で，合同機械工組合の指導者，W．こニコ．－トンが史上最初の  

労働者階級の独自の立候補者として出た。   

ところで，NPFRAの中核をなす中産階級の動静ほどうか。正直紅いって－こ  

れがはとんどわからない。推測だが中産階級の間でも歩調の乱れがあったよう  

（70）Gillespie，OZ，．．Cit．．，p．90 
（71）Sidney and Beatrice Webb，The msiory of Tlade thlioniSm，2nd ed．，  

bndon，1896，pp．．232′〉233．  
（72）The Oberative，12July，1851．Gillespie，0♪。Cit．，p97 より再引用。  
（73）丁カβ0♪β7■αわぴ♂ゥユ9July，1851りJ朗甘，p47より再引用。   
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に養える。そ・の大きな理由のひとつほ，ヒュ－・ムのりLittle Charter・”が1848  

年′－1852年において4回庶属院軋提出されたが，いずれの場合も100票以上の  

支持はえられず，“Little Charter”実現の見込みが事実上ついえたことであっ  

たと思われ。1852年2月に，ラッセル政府が倒れ，かわってトーリ－・のダービ  

ーイ自が組閣した。ダーービ－∵政府ほ，当然のことであるが，プル汐ヨアジ」－が労  

働者階級を味方にして地主。貴族勢力を駆逐しようとするー‾急進派＝労働連合」  

紅ほ反感をもった。しかし，ダ叫・ビ－・政府ほ1年も続かず，1852年末にほホイ  

ッグとピール派の連立内閣であるアバディ－ン政府ホ成立した。そして，1853  

年10月，トルコがロシアに宣戦を布告してクリミヤ戦争の前哨戦がはじまった。 

1853年11月，コブデンは，ブライトあての手紙払おいてつぎのように．急進派  

を批判した。－W・今，国民の関心ほ．国内問題から対外問題に．移りつつあるが，そ  

の大きな原因ほ，政府の外国干渉政策にある。しかし，いわゆる急進派にもそ  

の安住の－－一億がある。「私にいわせれば，（いわゆる）急進派ほ議会改革を要求  

するにあたってかつて：の選挙法改正法案が約束したような成果を提示してV、な  

い。ホイッグが1830年準／改革の狼煙をあげた時，彼らは，経費の削減や平和，  

対外不干渉政策，その他のあらゆる現実的利益を約束した。もっとも，のちに 

化けの皮がほがれ，それらほ．9分通り実現されなかったが。ところが，急進派  

（私のいうのほ，ホイッグよりほ良心的を人々で，しかしマンチェスタ一派で  

ほない者たち）ほ，結局，〔政府の〕拙劣な政策に同調し，経費の削減の可能性  

をつぶし，対外干渉政策や，それからもたらされる国債や失政に賛成して．負族  
（74）  

に．文句をよういわないようになって．しまって：いる。」すなわち，軍事費を中心と  

する経費の削減と平和外交を旗印紅したコプヂンの目からみれば，NPFRAの  

改革者たちはパ」－－マストン外交紅屈してしまっており，議会改革を通じての財  

政改革の方途ほ，もほやたたれてしまったのである。やがて，イギリスもクリ  

ミヤ戦争に参戦し，NPFRAの運動ほその興奮のるつぼ準のまれてしまう。そ  

して－，1854年に，「急進派＝労働連合」を企図したNPFRAに最後の止めをさす  

（74）MoI1ey，Tカβエよ／b〃ノー忍扉〃㌢d C扉頑弼1VOl．ⅠⅠ，p．146．   
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パンフレットがあらわれたのである。  

筆者，チャールズ・マレイほ．オブライエソ，汐ヨ－ンズ派のチャ－テイスト。  

『G．J．ホリか－・ク戌への手偲……‥』という表題からも明らかなように．り そ・れほ  

直接的にほ，かつて全国憲章協会の執行委鼠をつとめたオ－エソ主義者ホリオ  

ークの批判を意図したものであるが，そ・の主たる攻撃目標ほ；コプデンに．代表  

される急進的中産階級であった。   

マレイは，冒頭においてこれまでに．おけるブルジョア急進派の議会ならびに  

財政改革をつぎのように．断罪する。「過去25年間にわたって労働者階級の状態  

を改善するという表向きの目的でおこンなわれてきた政治および財政改革の様  

々の計画を検討してみると，まことに．憂うつになるがそれらのひとつひとつが  

単なる幻想であり団であるにすぎなかった。……1・l改革のためのたえざるたたか  

いに人民ほ時間と金と情熱をそそいだが，すべて－が人民にとって目にみえ．る利  

益をうまずに終ったこと，つまり失望と無感勒以外のものをうまなかったと恩  
（L7の  

うと痛恨の極みである。」この批判㌢ま，過去25年間の政治および財政改革運動に  

たいするものであるとマレイほいうが，以下に．展開される内容より判断して  

NPFRAの改革運動に．対するものであることは明らかである。   

マレイほただち咋・コプデンの批判に移る。マレイは，ホリオ－クのいうよう  

にコプデンが急進派であることほ否定しないとのべたあと，ただし，彼ほ「単  

なる中産階級の扇動者の1人，つまり，中産階級をこの国の支配者とするため  

（7¢1 に他のあらゆる階級一地域的，産業的岬を利用しようとしている者」とす  
る。そして－，コプデンがカをそそいだ自由保有土地運動については，中産階級  

が地主，負族から自己を守るための運動にすぎないと批判する。「それは，自  

由保有土地運動を拡大し旧来の土地的インタレストの反攻から最近の自由貿易  

的政策を守護しようとする，中産階級の利己的インタレストの表われ，すなわ  

ち大衆をおそれる中産階級の策略にすぎない。したがって，コプデン氏や自由  

（75）C‖MuIⅠay，エβどょβ7■わ腑．G．．／．肋タグ0αカβ，pい1  

（76）′∂よ〆い，pp．2～3，   
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11ユ  

貿易主義者たちの熱望していることほ，自由保有者の団体をつくること，つま  

り40シ′リング自由保有協会を通じてカタソティ選挙湛・おける有権者を増加する  
（77）  

ことによって地主的貴族の影響力虹対抗することである。」   

さらに．，マレイは，マンチェスタ－・派の唱え．る通商による平和外交を批判し，  

その本質を晃露する。「平和を説くのは，それが彼らのインタレストに合致して  

いるからである。“…・コプデン氏が，周期的に戦争を不可欠とする現行の通商体  

制の支持者であることを忘れてはならない。インドやケ－プ植民地，中国に．お  
（7モ；）  

けるわが戦争をみよ。」マレイは，平和外交が正義の原則に．もとづくものではな  

く，商売上のソロバンにもとづいて一喝えられていることを，ハンガ。リー・独立運動  

とトルコの分割とに．対するコプデンならびに資本家たちの主張を通じて．明らか  

にしたあと，現在イギリスの商工業者階級が平和をのぞんでいる甲は国際貿易  

の発展を第1に考えるからであるという。「この国の通商体制が平和を必要とし  
（79）  

ているのである。全世界との貿易がわが貿易商人たちの現在のmottoである。．」   

最後に．，マレイほ，パンフレット中の圧巻，中産階級批判を展開する。中産  

階級と労働者階級が－・体になるべきだというホリフトークの主張ほバカげたもの  

である。利害が一・致し相互補完的なのほ貴族と中産階級であり，「中産階級と労  

〈80） 働者階級ほど利害が相互に180度対立する階級は存在しない。」労働者階級は，  
食糧を生産し，家を建て，船をつくるなどして，社会の価値あるもの，有用な  

ものを生産する。しかし，彼らほけっして／富裕紅はならない。「実際に・社会の価  

値あるすべてのものを生産するのは額に層こして働く数百万の人々であるが，彼  

らは生きるよろこびを知らない唯一■・の階級である岬－また，彼らほ，たえまな  

く自ら生産する密珍品はま、ったく，そして便宜品ほはとんど享受しない唯一の  

階級である。彼らは無限の生産力をもちながら，財産を所有してV、ない，この  

（77）Jみ∠dノ′，pp．6～7 

（78）わよd一．，pい10 

（79）J∂∠♂い，p12・マンチェスタ一派の通商による平和外交は，それ以前からチ・ヤ－テ  

イストあるいは労働者階級から批判されていた（Gillespi戸，0♪．cit，，pp”44，75・）○  

（80）MuIⅠay，0♪．c行．，p．．14，   
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世払おけ・る唯一・・の階級である！彼らをこのように．したのは誰れか一－－一中産階級  

以外の誰れが考えられよう。彼らに財産をあたえザ，奮修品をあたえず，便宜  

品をあたえず，必需品さえ．あたえないように．したのほ誰れか。常識的かつあら  
（81）  

そう余地のない答えほ，それが中産階級であるということである。」マレイは，  

資本主義的生産関係の本質をみぬき，搾取宇そが労働省階級を窮乏化させたの  

であるという。そ・して，「労働者は，中産階級の賃金奴隷である。そして，それ  

ほ，自らの行為によってでほなく，『強制力』に．よって，つまり，中産階級の，  
（82）  

あくことない貧欲かづ不当な行為に．よって．もたらされたのである。」と結論す  

る。   

ここまでくれば，NPFRAめ冒ざした，中産階級と労働者階級の連合戦線ほ  

粉砕されてしまったのも同然である。主人と奴隷ほ．とうてい肩をくんで行進な  

んかできっこない。一そして，翌年1855年に，NPFRAの解散が正式に決定され  

た。  

ⅤⅠⅠむすび  

以上，1849年初めに結成され，一噂は．イングランド，スコットランドを席巻  

したが，1852年に．ほ事実上活動を停止し，そして，1855年に．解散した，財政なら  

びに儀会改革を冒ざすNPFRAについて－乏しい資料をつか。て考察してきた。  

ここで若干のまとめをおこなっておきたい。   

発1。NPFRAは，財政問題の解決を主要かつ現実的な課題とし，それを達成  

するために，地主，蟄族の支配する庶民院の改革をめざす“Little Charter”を  

旗印紅かかげ，「急進派＝労働連合」を実現しようとした。NPFRAの企図したと  

ころを，再度ウィリアムズの言葉で示せばつぎのように．なる。「このような膨大  

な経費をまかなうため紅課税の不平等が横行し，それが勤労階級（industI・ious  

Classes）を非常に・圧迫し，広範な困窮，不満の原因となっている。その原因を  

さら紅さかのばれば，庶民院があるべき姿一国民多数の代表機関一になっ  

（飢）∫ 
（82）J∂去d。．，p・・16，   
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ていないこと，すなわちグレイ伯爵が〔ユ832年の〕選挙法改正法案の第2読会を  

提案したさいに言明したような，憲法（Constitution）の楷神紅のっと．った『国  
（8さ）  

民の完全かつ公平な代表機関』になっていないことにある。」ここからヒュ－・ム  

が執拗紅追求したいわゆる戸主選挙魔の要求がでてくる。このようなNPFRA  
（84）  

の改革の内容を検討すれば，それが「資本家的用語」で語られた，商工業者階  
（8王i）  

級の利害の表明であることほ明らかrであり，C．マレイの批判ほはば正鵠を射  

ているといえよう。   

籍2。NPFRAの崩壊の原因ほどこにあったか。これほ．，挙げるに・困らなt、  

くらい多くの原因が考えられる。すなわち，議会改革の路線をめぐるブライト  

とコプヂンの見解の不一一・致，チヤ」－テイストの右■派しかNPFRAの支持者とし  

て獲得できなかったこと，全国的知名度のあまり高くないクオ－ムズリ、－を会  

長にいただいたこと，オコソナーの発狂，“Little Charter”の提案が何度ここ  

ろみても議会の策1読会さえ通過しなかったこと，社会経済的にみて飢餓の40  

年代より繁栄のヴィクトリア中期に入りつつあったことなどである。これらは  

いずれも崩壊の原因として無視できないが，政策′臥想的にみて重要なのは，「急  

進派＝労働連合」の構想にそもそも無理があったということであろう。このこ  

とを，ギレスピ一女史ほ「妥協」という。「急進的改革に接近しようとして  

『実業家連中jを敵に．まわし，マンチェスターー派の歓心を買おうとして熱心な労  
（8¢）  

働者階級の政治家たちを遠ざけてしまった。」しかし，小稿の分析の結果では，  

FRAは，労働者階級の要求を十分に吸い上げることも彼ら紅魅力的な政策  

を提示することもできず，むしろ商工業者階級の利害を労働者階級に承認させ  

ようとしたために．労働者階級の支持をうしなったとみる方が真相に．せまってい  

（83）Williams，AddγβぎS紬～ゐβE／βぐねγざα花d∧わ〝・EJ♂eね㌢・ざβ．／≠カβび花よ′βd戯〃gd〃∽，  

p．8．  

（84）Gillespie，〃♪，．Cよf…，pい釦 

（85）この点，1852年2月のウか－ムズリ一署名のNPFRAの傲文が，議会ならび紅財   

政改革とならんで自由貿易の実現を，その3大要求の1つとしてかかげているのは面  
白い。The Councilof the NationalParliamentary and FinancialReform  

Association，No．，1，To the PeoPle，n．p‖，February22，1851を参照。  

（86）Gillespie，β♪いC≠f、，pl．104 
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（87）  

るといえよう。そ－して，チャーーテイストの｝・部の支持をもと疫，政治権力を中  

産階級の手中紅おさめようと試みたものの，貴族，地主，軍人等の旧勢力に支  

持されたホイッグ＝トー・リーの同盟をつき破れなかったのである。   

寛3に，財政改革と議会改革を不可分のものとして結びつけるNPFRAの路  

線は，18世紀中葉以来のイギリス急進主義運動の伝統的パタ一－・ン，あるいは主  

流をなすものであることを指潤しておきたい。マッコーゼ一成によれば，近代  

のイギリス急進主義ほ汐ヨージ3世治下に発生したウィルクス事件を契機とす  
（88）  

る議会改革を出発点とする。氏ほ，急進主義逓郵における崩政改革の側面に・あ  

まり言及しないが，ウィルクス車件が議会改革とならんで朗政問題をすでに内  
（89）  

包していたことは，有名な『北方のイギリス人』館45号をみれば明らかである。  

クイルクス事件ほ1780年のヨーークレヤー運動と財政改革の前哨戦をなす。19世  

紀に㌧入れば，選挙法改正をめざサパー・ミンガム政治連盟のデモ行進に∴おいて  

「安価な政府」という財政改革をめざすスロ－ガンがみられたことは，わが国  

でほ周知のことである。  

1850年の匿名パンフレット『仮面をほがされた守護者』ほ，興味ぶかいこと  

紅NPFRAの運動がそのようなイギリス急進主義運動の伝統をふまえていると  

いう。匿名氏は，ジョ－ジ三世治下の対アメリカ，フランス戦争による財政の  

浪費を批判し，財政節約に関する1780年2月のシェルノもー・ン伯責の動議を引用  

し，19世紀常人ってはヒュ∵－ムの財政改革に言及する。そして，「彼〔．ヒュー・－－  

（87）トークーのディズレイリ′－も，NPFRA成立の前年でほあるが1848年の議会に．お 

いて，ヒュ－Iムの㍑Little Charter〃の運動が中産階級の政府をめぎす中産階級の遊   

動であり，「彼らの植民地，議会，ならびに通商改革においては勤労階級（woI－king   
classes）にたいする同情のカケラもみられない。」（3助〝．ざαγd，ⅩCix，959一〕960．   

Jilne20，1848）といい，彼一流のあくどい表現ではあるが，ブル汐ヲア急進派（マ  

ンチェスタ一派）の運動の一面を見抜く発言をしている。  
（88）MacCoby，EngliSh Radicalism1832q1852，Introduction；do。ed一，  

肋gJよ■∫ゐ斤αd∠（αJ7㌢・仇幻わ〃〝ヱ763－・J・9ヱ4，IntIOductionをみよ。  

（89）タイルクス事件については．，さしあたり岩間正光『イギリス議会改革の史的研兜』   

御茶の水啓房，1966年，第8章をみよ。ウイルクス事件のもつ財政問題に簡単紅ふれ   

たものに．，舟場迂富『－イギリス公信用史の研究』未来社，1971年，272～273ぺL－汐が  

ある。   
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ム．）の志を引き継ぎ，彼の主張（若干展開された見地を付加しで）を採用し，  
（90）  

彼の模範に鼓舞され，町全国改革協会』は運動をすすめてきた。」という。また，  

このパンフL／ツトがウイルクスの生まれたClerkenwe11のNPFRAの承認を  

えて発行され，その内容がすでに．みたようにチャ－ルズ2世の私生児たちを先  

祖に．もつ親族に下賜されている年金の不当性を糾弾するというのも興味ぶか  

い。このようなことから，ウイルクス事件，ヨ－クシヤ一連動の伝統がNPFRA  

の運動の中軋も脈打ってこいるといえないであろうか。  

（90）Ano叫Tカ♂P′・扉即行川おfび椚那ざ々βd，p5 
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